
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
あなたの休業補償額・遺族年金額に不満はありませんか？ 
あなたが受給している金額はどの様にして決定したのか知りたくはないですか？ 
以上のような事を疑問に思っていても、どこに相談すればいいのか悩んでいませ

んか？ 
その様な方にお知らせです！ 
関西労働者安全センター事務局長西野さんの解りやすい解説で、以下の予定で勉

強会を行ないます。 
今までご自分の補償額で疑問を感じていた方、そうでない方もこの機会に平均賃

金の決め方についての勉強をしてみませんか？ 
 
 
日 時：H１９年２月６日 午後２時から 
場 所：エル･おおさか １１F  連合大阪中会議室 
内 容：労災補償給付における「給付基礎日額」と「平均賃金」 
担 当：関西労働者安全センター事務局長 西野方庸 
主 催：関西労働者安全センター 
 
 
※参加ご希望の方は、事前に連絡ください。 
相談したい方は、労災認定時に監督署から送付された書類を持参ください。 

 
 
《 問い合わせ先 》 
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会関西支部（担当：古川和子） 

〒540-0024 大阪市中央区内本町 1-2-13 ばんらいビル 602  
関西労働者安全センター内 

TEL：06-6943-1527、1528  FAX：06-6942-0278  携帯 090-3705-3903 




